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砂丘は海と陸の「緩衝帯」である．その生態系，景観，利用，減災の価値が認識されぬまま掘削

や侵食を受けてきた．博多湾今津に残る13世紀に建造された「元寇防塁」と砂丘の保全に着目し，

変遷と制度を解析した．鎌倉時代に砂丘頂上に建造された石垣の保存には，約700年間の堆砂による

埋没と，20世紀の国指定史跡，国定公園，保安林の制度による開発制限の自然・社会両方の理由が

あった．しかし同じ湾岸で商業地や宅地の開発で防塁が消失した場所では，砂丘の防災効果も失っ

た．これは文化財保護により減災が達成された事例である．海岸保安林や国定公園も加えた総合的

な保全政策は，生態系を活かした減災（ECO-DRR）でもある． 
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1.はじめに 

  

近年，国内外の自然保護や環境，防災政策において

「生態系を活かした防災 ECO-DRR」「グリーン・インフ

ラ」が着目されている 1) 2) 3)．生物多様性保全において

も自然保護と防災の対立から融合へと意識の転換が見ら

れる． 

グリーン・インフラは，構造物の一部分から自然地

形を活かした土地利用までの幅広いスケールの様々なタ

イプがある．構造物の場合，従来のコンクリートなど硬

い材料による人工物のグレー・インフラとの比較で議論

されることが多い．いわゆる緑化に近く，構造物に植物

が生育できる材料や形を工夫するなどの事例である．植

物を利用した温度変化の軽減効果や保湿などは多機能的

な面は有用である．しかし植物の繁茂や枯死への対策な

ど，維持管理の労力と費用が必要である．また水路であ

れば，コンクリート三面張りよりも土など透過性も間隙

もある材料で造られた構造物であれば生物の生息が可能

である．しかし草刈や枯葉の除去などが日常的に必要で

あり，施設利用者に維持管理の負担がかかるのも実情で

ある．そのため，生態系や景観にはグリーンインフラが

優れていると思っても，現実的には，自然生態系（里山

などの二次自然を含む）と既存のグレーインフラとのベ

スト・ミックスが模索されている 4)． 

一方，構造物での処理ではなく，より大きな空間ス

ケールで考えるグリーンインフラは，地形全体の活用で

ある．自然地形自体が人間活動の基盤となるインフラ

（自然インフラ）であるが，それは看過されがちであっ

た．しかし人為改変が進み，人工的な地形への人間居住

が進んだ結果，無限の対策や頻繁な維持管理が必要とな

り，全体としてみて合理的なのかを問うべき事態となっ

ている．例えば，河口の埋立地では，脆弱な地盤が震災

を，連続的な堤で囲ったら内水による浸水リスクが高く

なっている．近代技術での克服より，伝統工法への関心

の高まりは，このような背景によると考えられる． 

水辺のような荒天時にリスクの高い場所では，土地

利用上のゾーニングの工夫が考えられる．しかし，海岸

のように，海洋の地球規模で生起する強い外力（例：太

平洋のうねり）を受ける場で，人間の居住地や産業用地

を安定させるには「緩衝帯（バッファーゾーン）」の確

保が効果的である．しかし日本の砂浜の人工化とともに

背後地の砂丘も消失している 5)． 

特に砂丘は重要である．材料は砂であり，岩盤より

は劣るが，干潟やラグーンのシルト粘土よりも安定して

いる．また地盤高は，砂が吹き上げられて時に数十ｍに

至るほど堆積している．この高さの砂の堆積地形を維持

するには，砂の安定勾配から考えて，裾広がりの地形が

沿岸にそって帯状に連なることとなる． 

砂丘には海岸植生の特徴的な生態系が形成されてい

る 6)．生物多様性や景観の面から保護区に指定されてい

ることもある．しかし鳥取砂丘や本論文の対象地の玄海

国定公園はその代表例である．保護区ゆえ開発制限され

た砂丘は，建設材料としての掘削を免れ，地形全体が保

全され，海と陸の間の緩衝帯が確保される．その結果，
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高波，高潮，強風さらに津波までの強い外力に対して人

間の居住空間が直接的に曝されにくくなり，結果的に減

災に役立つことになる． 

この砂丘の防災機能は，砂丘の陸側に集落を形成す

るなど経験的に知られてきたはずである．しかし各地で

は，飛砂との戦いが緑化や植林の物語として知られたこ

ともあってか，砂丘の地形自体の保全が看過されてきた．

また，高度経済成長期には，埋立造成やコンクリートの

建設材料として，砂丘の掘削が各地でなされた．経験的

に知られてきた砂丘の減災効果は，20 世紀には忘れら

れたといえよう． 

しかし，そのような掘削や忘却の状況下であっても

現在まで保全されている砂丘には，何らかの社会的理由

があったはずである．その事例から，自然インフラを考

えられる．社会基盤といえば人工物との先入観を棄て，

先人の経験や知恵を活かした，「面的な海岸保全」は海

岸構造物の設置位置，構造，維持管理の示唆に富む．本

研究はこのような視点から，海洋の外力から陸域を守る

境界域，緩衝帯としての砂丘の事例に着目した． 

 

 

2. 博多湾元寇防塁とその保存・復元 

  

研究対象は，砂丘の自然の残存状態と背後地の開発，構

造物の両面から選定した． 

「元寇防塁」は，福岡県博多湾沿岸に 13 世紀末から

14 世紀の鎌倉時代に建造された石積である 7)8)9)．構造物

としては，約 700年間にわたり残存している．その建設

位置と自然地形との関係は，変動の激しい砂浜の長期的

な変遷を視野に入れた海岸堤防のありかたを考える重要

事例である．本論文では，福岡市西区今津の区間を中心

に論ずる． 

「元寇防塁」は，昭和６(1931)年に国指定史跡となっ

た鎌倉幕府の命により建造された石垣である．博多湾沿

岸に連なる砂浜全てに約 20km にわたり建造され，昭和

の沿岸開発時期を経て，福岡市西区に残存している（図

-1）．九州北部は，大陸の帝国元によって侵略（元寇）

を受けた．１回目の文永の役(1274 年)の後に建造が始

まり，２回目の弘安の役(1281 年)では元軍の上陸阻止

に機能する規模となった．約３m の砂丘上に約 2.6m の

石垣を屹立させ，砂浜に上陸した侵入者を汀線からする

と約６m高の位置から射落とす想定となる． 

 防塁は元寇後も鎌倉時代を通じて建造され続けた．材

料は，玄武岩や花崗岩から成る近隣の山裾の転石や，海

岸の転石から調達された．その後の時代に砂丘の堆積が

進み，石垣は改変や破壊されることなくほぼ建造された

状態のまま砂中に残存した． 

 その発掘は大正 2(1913)年，昭和 42(1967)年に福岡市に

よって行われた．現在は福岡市教育委員会により一部区

間が復元され，今津地区では野外展示が行われている

（写真-1）．発掘され風雨に曝露した状態の石垣は，樹 

 

図-1 博多湾西部の元寇防塁の残存箇所（赤線） 

 

 写真-1 発掘，復元展示された元寇防塁（⇒） 

 

 

写真-2 元寇防塁の天端の展示（⇒） 

 

脂などにより修復・復元がなされた． 

砂丘の海側は，江戸時代以降に植林されたクロマツ

を中心とする海岸林に全体的に覆われている．間伐や下

草刈りなど管理されたエリアでは，連続的に露出した防

塁の天端を観察できる（写真-2）．平成 27(2015)年に再

度部分発掘が行われ，石積の残存状況などが確認された． 
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当地の保全は，海岸保安林としてだけでなく，玄海

国定公園および国指定史跡に指定され，景観，生態系お

よび文化財政策のもとで開発規制が行われている．なお

国定公園は，日本の法制度のもとでは「海洋保護区」に

認定されている． 

 

  

3. 福岡市今津地区元寇防塁周辺の空中写真判読 

 

 元寇防塁，海岸地形，地域での利用に関し，福岡市の

博多湾沿岸の元寇防塁周辺の地形図（図-2），空中写真

資料（国土地理院）（図-3，図-4）を判読し変遷を調べ

た．地形や波など物理条件は一般的なパターンに基づい

て判断し植生や土地利用の地域の固有性がある要素につ

いては高齢の住民５名へのヒアリングにより確認した． 

 開発前の 1945 年の空中写真（図-3）をもとに，当地

の特性について調べた．防塁前面の砂浜は「長浜海岸」

と呼ばれ，東に毘沙門山，西に糸島半島を両端とする約

3kmのゆるやかなポケットビーチとなっている． 

1945 年段階では今津砂丘上に小道がみられる．この部

分が「元寇防塁」の位置である．防塁の堤体は砂丘に埋

まっているが，当時の天端の石が露出し，踏み石のよう

な状態になっていた（写真-2）．また砂浜の長浜海岸に

は，陸側にはまばらに樹木，主にクロマツが生えていた．

海岸のクロマツは博多湾沿岸では江戸時代から筑前国黒

田藩により植林されてきたが，松は防砂林としてだけで

なく，落葉は周辺住民が燃料として利用していた． 

 

 

図-2 元寇防塁が残る福岡市西区今津地区の地形．線は

横断測量の測線． 

 

 

図-3福岡市西区今津元寇防塁周辺（1945年） 

なお砂丘では，松林と農地の境界線が明確に判読さ

れる．砂丘の陸側は緩勾配の台地になっており，畑作農

地として開墾され，モザイク状の私有地が広がっていた．

松林は地域住民の共通的な財産である共有地であった． 

環境変遷の判読のため，同じ国土地理院所蔵の空中

写真により環境変遷を調べた（図-4, 図-5）． 

1964 年では，植生の状況は海側では 1945 年に比して

ほとんど変化はない．しかし砂丘の陸側の写真上での中

心部では砂丘農地が宅地開発された． 

1983 年では，保安林の工事完了が判読できる．列状

で一様なパターンの植林が進み，陸から海へ順次変化す

る生態系（エコトーン）が失われた．砂丘の松林の林床

は植物で覆われた．住民による松葉の燃料利用がなくな

り，松林への人の働きかけが減り，二次自然のアンダー

ユース現象が起きた．砂丘背後の農地の宅地化が進行し，

スプロール化が進んだ．砂浜の後浜は，保安林とその護

岸により完全に覆われ，自然植生が帯状に失われた． 

このような背後からの人工化の拡大により，後浜や砂

丘が埋め立てられ砂浜はほとんど前浜のみの状態となり 

 

 

図-4 今津長浜の地形と土地利用と元寇防塁の位置

（1945年） 

 

 

 
図-5 今津長浜の地形と土地利用（1964年,1983年） 

元寇防塁 

測線 2          測線１ 
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砂浜幅が減少した．この時点で，従来，住民の自然資源

利用により維持されていた「白砂青松」の構成要素は，

砂浜，砂丘，松林ともに変化した． 

 

 

4. 今津砂丘の断面 

 

 図-6に今津砂丘の断面を示す．砂丘高は約6.3 mであ

る．砂丘頂部には元寇防塁がある．図-7 のように海側

の砂浜は，汀線から砂丘頂部は粗砂を中心とする堆砂が

みられる．測線１の海浜材料はほぼ粗砂であり採取位置

と中央粒径は，砂浜の上部（4.3m）は 0.6mm，中部

（3.0m）は 0.4mm，下部（1.4m）は 1.0mmであった． 

今津砂丘は，戦後の保安林造成により海側に埋立が

行われた．また，頂部背後は緩勾配となっているが，農

地さらに宅地として開発された．このように砂丘全体が

戦後に改変されており，基盤となる地形は自然のプロセ

スに沿っているが，表面は，戦後に海側陸側の両方に当

地の砂を使った造成が行われたため，原地形ではない． 

また，元寇防塁建造後の堆砂量は下記の方法で求め

た．すなわち，現在の標高・東京湾平均海面（T.P.）・

当時の標高・元寇防塁で囲まれた断面積を算出し，それ

に元寇防塁の長さを乗じて砂の体積とした．現在の標高

は RTK-GPS（Trimble ZEPHYR Model 2）を用いて測定を行

った．当時の標高については，現在の砂浜と同じ傾斜が

元寇防塁の基部から海岸線まで続いていたと仮定し推定

した．元寇防塁の基部から天端までの高さは 2.6m とし

た 3）．元寇防塁の長さは福岡県福岡市西区今津字長浜

から同区今津字口戸までとし，地理情報システム(ARK-

GIS)を用いて算出したところ 3350m であった．計算の結

果，堆砂量は 1333.6m3と見積もられた．元寇防塁が築か

れてからの経過年数をおよそ700年，元寇防塁の長さを

3350 mとすると，この期間の沿岸漂砂量は 2345.0m3と算

出されるため，前述の堆砂量は妥当である．また，堆砂

量が一般的な沿岸漂砂量より少ないことは，元寇防塁を

越えて陸側へ砂が堆積したことを示唆している． 

 

 

5. 国定公園指定による保全 

 

 今津の元寇防塁は，国指定史跡として文部科学省文化

庁による指定だけでなく，玄海国定公園の環境省国立公

園行政による保全も適用されている6)．図-8に，第1～3

種特別地域の指定範囲を示す．今津の砂丘全体が指定対

象となっている．現地踏査と空中写真による確認では，

元寇防塁本体の部分は基本的に開発されていない．しか

し，西側の約半分は第1種特別区域であるため，景観な

どを損ねない範囲の建築物の認可がなされ，「大原海水

浴場」の半人工海岸の砂浜に改変されている． 

 

 

図-6 今津砂丘の断面（図-2 測線2）.矢印は元寇防塁

の位置. 

 

測線１ 

 

測線２ 

 

図-7 元寇防塁周辺の砂浜断面（図-2 測線1,測線2） 

 

 

図-8 今津地区の玄海国定公園指定の範囲 

 

 

6. 海岸の生態系と景観 

  

福岡市今津の長浜海岸の生態系や景観の現状を紹介す

る．特に，玄海国定公園および国指定史跡元寇防塁と指

定されているエリアである 10)．優先的に景観が保全され

ているため，九州北部玄界灘沿岸の砂浜の生態系や伝統

的利用が残存している． 

 現在の海岸植生は，ハマヒルガオ，コウボウムギ，カ

ワラヨモギなどの草本が中心である．一方，保安林が陸

側から海へと拡大してきたため，砂丘前面は植林と木造

構造物，コンクリート護岸により人工化されている（写

真-3）．その前面に次第に堆砂によって砂丘が維持，形

成されている．海浜植生が細い帯状に観察されるレベル
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の半自然海岸になっている． 

 背後の松林は，福岡県および福岡市の林務行政が管理

する保安林となっている．元寇防塁が国指定史跡である

ため，地域住民が自治会やボランティアグループを結成

して，草刈や砂の除去など自主的な管理が行われている．

防塁は観光地でもあるため不法投棄や散乱ゴミの被害を

受けやすいが，清掃活動が行われている．また，松葉の

燃料としての利用は現在は行われていないが，肥料化実

験がなされている． 

また，白砂青松の景観を保全するため，住民を中心

とする地域団体が結成され，林野行政との連携や間伐や

落ち葉掻きも行われている（写真-4）． 

 

写真-3 砂浜の長浜海岸の人工化状況 

 

 

写真4  管理が再開された海岸の松林 

 

 

7. 文化財と景観保全の政策的対応と残存状況 

 

 博多湾では，鎌倉時代に建造された約20kmの防塁が

太平洋戦争後まで残存していた．ところが，戦後の博多

湾奥部のものは都市と港湾の開発によって多くが失われ

た．しかし，同湾西部には残存しており，特に今津と生

の松原の沿岸にはほぼ区間全体が良好に保存されている．

このエリアのほぼ全体が玄海国定公園に指定されている

ため，大規模な開発が抑制されている． 

 本研究では，さらにこのエリアの中でも残存状況が異

なるため，文化財，保安林など他の施策についても，開

発や景観保全の状況について類型化し比較を行い，政策

的有効性を検討した．対象地は，博多湾西部の今津，生

の松原，今宿の３地区である． 

表-１に結果を示す．今津では，昭和６(1931)年に国

指定史跡として最高度の文化財に指定されただけでなく，

その後，玄海国定公園，県や市の海岸保安林と三重に保

全されていた．生の松原では，市の教育委員会による発

掘と復元，現地での展示が設置された．ともに発掘箇所

以外は，砂浜の中に埋没したままであり，周辺は山林や

草地となっている． 

防塁が残存していない箇所は，今宿西部である．砂

丘前面まで宅地開発されており，松林自体も残存してい

ない（写真-5）． 

 

 

図-9 博多湾西部の砂浜・砂丘と松原 

 

 

写真-5  砂丘での宅地開発（今宿海岸） 
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表-1 博多湾西部の残存防塁の保全指定と開発の比較 

 

 

 

8. 結論 

 元寇防塁という歴史的構造物の保全のため，国指定史

跡，保安林，国定公園の開発規制がかけられている．特

に今津は，景観保全を前提とした昭和初期の国史跡指定

という文化政策により強い開発規制がかかっている．保

安林は時に解除される（今宿の宅地や公園，生の松原の

公務員宿舎）．国定公園は，景観保全や建物高さ制限を

条件に開発は許可される．今津では歴史遺産の保護のた

めの制度が砂丘の大半を保全したことになる． 

 歴史的建造物は，平時には人間活動を規制するため，

時に地域社会からも忌避されることもある．しかし，国

指定史跡という，歴史教科書に掲載され有名な文化財を

有する誇りは，まさに代替のない唯一無二の価値であり，

一般的な開発による経済的利益に代え難い価値であろう． 

 元寇防塁の存在は，結果的に砂丘地形の保全に帰結し

た．砂丘は前述のように，防災効果を有する「自然の防

波堤」である．今津地域の農地，住宅地は，砂丘により

高波の海岸災害からは守られている． 

 よって，短期的な経済効果を超えた，長期的な防災と

観光地利用，景観保全の「統合性」が発揮できている． 

「グリーンインフラ」としての砂丘の保全が文化，環境

の制度の重層的な指定により行われた事例といえよう． 
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